
                                      資料１ 
協議概要 

（会議名）   令和７年度 第１回船橋市特別支援連携協議会 

（日時・場所） 令和７年５月２９日（木）１４：３０～１６：３０ ７０５会議室 

（出席者）   植草学園大学特命教授 佐藤 愼二、船橋市自閉症協会副会長 三川 瑞子、 

幼稚園連合会長 尾木 修介、船橋公共職業安定所長 鈴木 ひろ子、 

県立船橋特別支援学校長 竹内 登志子、 

福祉サービス部長 岡部 佐知子、地域子育て部長 小澤 洋一 、 

市立船橋高等学校長 近藤 義行、市立船橋特別支援学校長 神田 順子、 

小学校長会長 野木 英表、中学校長会長 太田 由紀、 

特別支援学級設置校校長会長 中道 惠美子、 

特別支援教育研究連盟理事長 生井 敏昭、 

教育次長 小栗 俊一、学校教育部長 日高 祐一郎、 

市総合教育センター所長 小川 欣弘 

（事務局）   金子 勝一、鰐部 裕実、白石 亜希子、宮﨑 文香、横内 正隆、星野 沙織、 

武田 芳樹 

＜議題＞  

乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援ネットワークづくり 

＜概要＞   

・昨年度の作業部会で新しく作成した「個別の教育支援計画」について事務局から説明。各学校からの

アンケート調査を参考に、作成しやすく、活用しやすい、また、「引継ぎのための連絡票」とリンクし

た「個別の教育支援計画」を完成させた。今年度は「個別の指導計画」の書式の見直しを図ることと、

完成した「個別の教育支援計画」の「作成・活用の手引き」と保護者向けリーフレットの作成準備を

進めていく。 

・アンケートの項目として、「どんな機関と共有していますか」という項目を入れてほしい。他機関と共

有することを前提とした上で、個別の指導計画を作成してほしい。 

・アンケートの対象がコーディネーターだと個人の判断で回答してしまい、実際書くことになる担任の

声が届かない可能性があるので、対象者についての検討が必要である。 

・長期目標について、課題となることが書かれていることが多いが、その子の良いところや得意なとこ

ろを記入する必要があると思う。 

・特別支援学級や通級指導教室がない学校にとっては、手引きを渡しただけでは分からないので、研修

会を実施しながら落とし込んでいく必要がある。 
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・手立てが「声かけ」だけで終わらないように、様々な手立てがあるという例があるとよい。 

 

・中学校は教科担任制なので、担任以外にも関わる先生方で寄せ書きしながら作成する方法があっても

良いと感じた。 

・手引きの中に検査についてもふれてほしい。検査をして何の役に立つのか、どう生かすのか、検査に

対する知識がない方もいる。 

・高校では、学校支援部という部署で週 1 回会議を行っている。専門性が高い職員が中心となり支援を

考え、関わる職員に伝達している。作成については、できるだけ活字が少ない方が書く側の負担は少

ないと感じている。 

・幼稚園や保育園でも年々支援を要する子どもの相談は増えている。その中で、誰に相談したら良いの

か、どのような支援をしたら良いのか分からないという声が担任の先生からも多くある。診断がない

グレーな子どもも含め、情報共有の仕方、早くて分かりやすい支援体制作りができれば良い。 

・リーフレット作成の流れで、「まずは担任の先生に相談して下さい」ではなく、不登校の児童・生徒、

就学前の方、まもなく学校を卒業する方もいるので学校以外の相談先についても触れてもらいたい。 

 

＜今後の動き＞ 

事務局で「個別の指導計画」についてのアンケートを作成し、各校のコーディネーターと若年層の通

常学級担任を対象にアンケートを実施する。アンケート結果を基に作業部会で「個別の指導計画」の内

容、「作成・活用の手引き」とリーフレットの内容を検討し、作成を行う。 
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船 橋 市 特 別 支 援 連 携 協 議 会 要 綱 
 
 （目的） 
第１条 ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等を含めた障害のある児童生徒の総合的支援

体制の整備に向け、関係諸機関の情報交換・意見交換を行い、乳幼児期から学

校卒業後までの一貫した支援体制の整備を図るため船橋市特別支援連携協議

会（以下「連携協議会」という。）を設置する。 
 
 （主催及び事務局） 
第２条 連携協議会は、船橋市教育委員会が主催し、事務局は総合教育センター 教

育支援室が当たる。 
 
 （組織） 
第３条 委員は、次に掲げる職にある者をもって組織し、教育委員会が委嘱または任

命する。 
 (1) 学識経験者 
 (2) 親の会関係者 
 (3) 医療関係者 
 (4) 幼稚園関係者 
 (5) 労働関係者 
 (6) 福祉関係者 
 (7) 県教委関係者 
 (8) 学校関係者 
 (9) 健康福祉局 
 (10) 健康福祉局 
 (11) 学校関係者 
 (12) 学校関係者 
 (13) 学校関係者 
 (14) 学校関係者 
 (15) 学校関係者 
 (16) 学校関係者 
 (17) 市教育委員会 
 (18) 市教育委員会 
 (19) 市教育委員会 
 (20) 事務局 
 

 
 
 
（市内幼稚園連合会長） 
（公共職業安定所長） 
（市川児童相談所長） 
（教育庁葛南教育事務所指導主事） 
（県立特別支援学校長） 
（福祉サービス部長） 
（地域子育て部長） 
（市立船橋高等学校長） 
（市立特別支援学校長) 
（市・小学校長会長） 
（市・中学校長会長） 
（市・特別支援学級設置校長会長) 
 (市・特別支援教育研究連盟理事長） 
（教育次長） 
（学校教育部長） 
（総合教育センター所長） 
（総合教育センター教育支援室長・職員） 
 

 （任期） 
第４条 委員の任期は 1 年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委 

員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 （座長及び副座長） 
第５条 連携協議会に座長及び副座長を置き、それぞれ委員による互選とする。 
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２ 座長は、会務を掌理する。 
３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長がかけたときは、  
その職務を代理する。 

 
 （会議） 
第６条 連携協議会は、年間２回開催する。 
２ 座長は、会議の議長となり議事を整理する。 
３ 会議の公開については、情報公開条例（平成１４年船橋市条例第７条）、情 
 報公開条例施行規則（平成１４年船橋市規則第５０条）、船橋市教育委員会傍 
 聴人規則（平成１０年船橋市教育委員会規則第２号）、及び附属機関等の公開 
 実施要綱を準用する。 
 
 （作業部会） 
第７条 座長は必要に応じ、専門の事項を検討するための作業部会を開催するこ 
   とができる。 
２ 作業部会の委員は、事務局が指名する。 
 
 （災害補償） 
第８条 任命を受けた委員の業務に係る事故については、議会の議員その他非常  

  勤の職員の公務災害補償に関する条例（昭和４２年船橋市条例第３３号）    

    の規定を準用する。 
 
 （補則） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定  

  める。 
 
   附則 
 平成 1８年 4 月 1 日施行 
    附則 
 平成１９年２月１日改正 
    附則 
 平成２１年４月１日改正 
    附則 
 平成２２年４月１日改正 
    附則 
 平成２５年４月１日改正 
   附則 
 平成２９年４月１日改正 
    附則 
  令和 ５年４月１日改正   
   附則     
  令和 ７年４月１日改正   
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令和７年度 船橋市特別支援連携協議会委員 （敬称略） 

№ 区 分 所 属 ・ 職 名 氏  名 

 
1 

 
学識経験者 

 
植草学園大学 特命教授 

 
佐藤 愼二 

 
2 

 
親の会関係者 

 
船橋市自閉症協会副会長 

 
三川 瑞子 

 
3 

 
医療関係者 

 
おぐち小児科院長   

 
小口 学 

 
4 

 
幼稚園 

 
幼稚園連合会長（若松幼稚園理事長） 

 
尾木 修介 

 
5 

 
労働 

 
船橋公共職業安定所長 

 
鈴木 ひろ子 

 
6 

 
福祉 

 
市川児童相談所船橋支所長 

 
 島貫 奈津子 

 
7 

 
県教育委員会 

 
県教育庁葛南教育事務所指導主事 

 
渡邉 学 

 
8 

 
特別支援学校 

 
県立船橋特別支援学校長 

 
竹内 登志子 

 
9 

 
市福祉行政 

 
福祉サービス部長 

 
岡部 佐知子 

 
10 

 
市保育行政 

 
地域子育て部長 

 
小澤 洋一 

 
11 

 
高等学校 

 
市立船橋高等学校長 

 
近藤 義行 

 
12 

 
特別支援学校 

 
市立船橋特別支援学校長 

 
神田 順子 

 
13 

 
小学校 

 
小学校長会長(船橋小学校長) 

 
野木 英表 

 
14 

 
中学校 

 
中学校長会長(宮本中学校長) 

 
太田 由紀 

 
15 

 
特別支援教育 

 
特別支援学級設置校校長会（丸山小学校長） 

 
中道 惠美子 

 
16 

 
特別支援教育 

 
特別支援教育研究連盟理事長（行田東小学校長） 

 
生井 敏昭 

 
17 

 
市教育委員会 

 
教育次長 

 
小栗 俊一 

 
18 

 
市教育委員会 

 
学校教育部長 

 
日高 祐一郎 

 
19 

 
市教育委員会 

 
市総合教育センター所長 

 
小川 欣弘 

 
 
事務局 

 
市総合教育センター教育支援室長 

 
金子 勝一 

 
事務局 

 
市総合教育センター教育支援室副主幹 

 
鰐部 裕実 

 
事務局 

 
市総合教育センター教育支援室副主査 

 
白石 亜希子 

 
事務局 

 
市総合教育センター教育支援室副主査 

 
宮﨑 文香 

 
事務局 

 
市総合教育センター教育支援室副主査 

 
横内 正隆 

 
事務局 

 
市総合教育センター教育支援室副主査 

 
星野 沙織 

 
事務局 

 
市総合教育センター教育支援室副主査 

 
武田 芳樹 
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資料4

令和７年　作業部会委員

№ 区　分 所　属　・　職　名 氏　名

1 委員 高根小学校長 阿部 義徳

2 委員 とらのこキッズ児童発達支援管理責任者 和久本　香

3 委員
船橋市放課後等デイサービス事業所
協議会会長

荒木　直也

4 委員 障害福祉課 佐藤　ひとみ

5 委員 保育運営課副主幹 長内　夕子

6 委員 地域保健課 橋本　美穂

7 委員 療育支援課副主査 藤井　洋平

8 委員 こども発達相談センター主任技師 樋口　美幸

9 委員 船橋中学校 佐藤　奈津子

10 委員 御滝中学校 中澤　紫野

11 委員 行田西小学校 飯田　紗弥香

12 委員 八木ヶ谷北小学校 山崎　真梨

13 委員 市立船橋高等学校 國澤　智美

14 委員 市立船橋特別支援学校 星野　美砂

15 事務局 総合教育センター教育支援室副主査 宮﨑　文香

16 事務局 総合教育センター教育支援室副主査 横内　正隆

17 事務局 総合教育センター教育支援室副主査 白石　亜希子

18 事務局 総合教育センター教育支援室副主査 星野　沙織

19 事務局 総合教育センター教育支援室副主査 武田　芳樹

20 事務局 総合教育センター教育支援室副主幹 鰐部　裕実
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 資料５ 
 

令和７年度船橋市特別支援連携協議会 作業部会報告 

 
 
１ テーマ 

船橋市における関係機関との連携強化による切れ目ない支援の充実 

 
２ 令和７年度協議内容 
 

（１） 「個別の教育支援計画 作成・活用の手引き」の内容について 
（２） 「個別の指導計画」の書式を見直す。 

→チェックリスト・文例集を用いて作成の負担を軽減する。 
（３）  保護者向けリーフレットの内容の確認・検討をする。 

 
３ 今後に向けて 
    

（１）「個別の教育支援計画 作成・活用の手引き」の周知。 
（２） 個別の教育支援計画と個別の指導計画の活用をスタートさせる。 

併せて、チェックリスト・文例集も周知する。 
（３）  保護者向けのリーフレットをホームページに掲載・関係機関への周知。 
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個別の指導計画の作成に関するアンケート 

所属する学校種を選んでください 

 

全 55 校中 34 校 

全 26 校中 14 校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「個別の指導計画」の目的・内容・作成の手順等について、どのように職員間で共通理解を図っていますか 

 

 

通常の学級の担任が作成する場合、どのように作成していますか 
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「個別の指導計画」をどのように活用していますか 

 
授業や学校生活全般で活用 

校内委員会で活用 

進学先への引継ぎで活用 

関係機関との情報共有で活用 

新年度への引継ぎで活用 

目標と手立て、評価を保護者と共有 

定期テストでの配慮事項の確認 

 
 

関係機関との連携で活用している学校へお聞きします。どのような関係機関と連携していますか 

 
 
 

貴校の「個別の指導計画」の様式はどのようなものですか 
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学校独自の書式を使用している理由をご記入ください 

 
・昨年度までの形式を継続で使っています。来年度から市の様式に変更する予定です。 
・引き継いだときに、その書式だったから。書きやすく先生方の負担も少ない。 
・船橋市の様式を参考にしながら、一部分、学校の様子に合わせている。 
・以前のデータを引き継いだため。急な変更に保護者が対応することができないため。 
・代々引き継いでいるもので、特に不便がないため。 
・前からずっと使っている様式をそのまま引き継ぎました。各学校で作るものだと思っていました。 
・校内の実態を考慮し、職員が使いやすい形式を考えて作成した。 
・例年、船橋市の書式を参考にして作成した様式を使用しています。 
・市内の書式があることを知ったのが、新年度の全体共有をした後だったため今年度は変更しませんでした。 
昨年度まで使用していたから。 
・船橋市の様式を参考に、支援方法について継続的に共有しやすいシートを作成した 
・重複事項を避け、作成にかかる負担をできるだけ軽くしている。 
・同じものを使い続けているから 
 
 

個別の指導計画を作成して、良かったことはありますか 

 

こどもの状態が良くなった 

学校内の連携が深まった 

保護者との連携が深まった 

特になし 

生徒の特性を理解し、共有できるようになった 

連携は深まらなかったが、共有することができた 

引継ぎに利用し、継続的は支援ができるようになった 

 
 
 

個別の指導計画を作成するにあたって、難しさを感じたことはありますか 
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「ある」と答えた方へ、それはどんなことですか 

 

長期目標・短期目標の設定が難しい 

具体的な手立てが思い浮かばない 

保護者の考えと学校の考えのすり合わせが難しい 

子どもの実態を保護者と共有するのが難しい 

押印欄があるため、途中から手書きになってしまう 

作り方や活用の仕方がわからない 

負担感が大きい 

押印欄があるため、上書きしていけない 

保護者に必要性を理解してもらうことが難しい 

校内で書き方を共有する機会がなかなかもてない 

 
 
 

個別の指導計画を作成するにあたり、何かご意見がありましたらご記入ください 

 
・市や県から合理的配慮の事例集など出ていますが、具体的な手立てをのせた例があると、若手も作りやすいと思い

ます。 今年度出していただいた、個別の支援教育計画がとても参考になりました。 
・市内で統一するだけでなく、デジタル化して欲しいです（担任の負担を軽減）。書き方や使い方に関して、ベテランか

ら初任まで誰が見ても分かりやすく提示してあると書く時に困らないで済むと思います。 
・市内共通の書式になっていくとのことで、支援コーディネーターとして相談・助言を受けやすくなる印象がある。 
形だけのものになると、ただ負担が大きいだけで担任が作成するメリットを感じられなくなるので、実用的なものでし

ない統一のものを作成、活用していただけるとありがたいです。 
・記入欄が小さいので、計画を出す際には評価の欄を削り、評価を出す際には手立ての欄を削って活用している 
・具体的な手立ての例がたくさんあると、近い事例から考えやすい。 
・小学校から原本が引継ぎ資料として渡され、説明してもわかっていただけないため、船橋市としての引継ぎの仕方が

わかりやすいような資料を作り、引継ぎシーズン前頃に各校に周知していただけると助かります。お手数をおかけし

ますが、よろしくお願いいたします。 
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・保護者記入 1枚、担任記入 1枚程度に簡素化してほしい。 また、特別支援級の支援計画も市内で統一してほしい
です。 
・明確な書式があるならば、それを使用するよう発信していただいた方が、初めて担当になった者にもわかりやすくて

ありがたいです。 
・１年生を担任して思ったことなのですが、引継ぎのための連絡票がある場合は個別の計画を作成しますが、連絡票

がない場合、こちらから保護者にどのようなアクションをすればよいかが知りたいです。また、情緒面ではなく、知的な

遅れがありそうな場合も、個別の計画を作成していった方がよいのかも教えていただきたいです。 
・保護者向けの実態を話すのでありのままを話すことは難しいところがあります。 
・作成が必要な児童だが保護者の理解が得られない場合の引き継ぎの資料が作れていない。 
今年度より、市の様式を使用しています。入力する文章量によって、書式や２行目以降の文章が崩れてしまうのがネ

ックです。 
・小学校からデータで引継ぎをしてもらえると、中学校で継続的に支援ができると思います。（特に支援計画） ・小学
校から中学校までの変化がわかるようにタブで学年の切り替えができるなど、同じフォルダにまとめられるとよいで

す。  
・小学校では高学年になり、環境の不適応がなくなったり、自然に支援がされていて見られなくなっても、中学校という

環境の変化でまた同じような不適応が出てくる場合があるので、作成していた場合や不適応の状況によって、保護

者の承諾があれば引継ぎをしてほしい。 ・中学校では、高校受験を見据えて合理的配慮の記載が必要だと思いま
す。特に定期テストの配慮（ルビふり、別室受検、時間延長など）は記載するようにしています。 
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資料８

令和 年度

年 組 氏名 記入者氏名

　

校内支援体制

今年度のまとめ
（年度末記入）

後
　
　
期

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　個別の指導計画                         

長期目標
年間の目標

評価目標 具体的な手立て

短期目標

前
　
　
期

校内支援センター SC支援員 SSW 巡回相談

外部機関等

その他 （下記に学校で行っていることを書く）

様式４
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資料８

令和 7 年度

学年 組 氏名 記入者氏名

　

　　　　　　　個別の指導計画

〇〇〇　〇〇 □□　□□（担任名）

長期目標
年間の目標

・時間を意識して身の回りのこと（準備や片づけ）を一人で行う。

・離席しないで、教室で授業に取り組む。

短期目標

目標 具体的な手立て 評価

前
　
　
期

・朝の会が始まるまでに、荷物
の整理を終える。

・授業開始25分間は、離席せ
ずに授業に取り組む。

・スケジュールを用意し、やるべきこ
とを自分で確認できるようにする。
・荷物の置き場所や提出場所を固
定化し、写真や名札でどこに置くの
か、どこに出すのか、わかるように
する。
・15分に1回は、体を動かす活動を
取り入れる。
・がんばりカードを用意して、離席
や離室しなかったことを視覚的に
評価する。
・教室を出る場合のルールを決め
ておく。（カードを持って、時間を決
めて〇〇室へ）

・時々周りの様子に気を取られ
て時間がかかることがあるが、
スケジュールを指さしすると、自
分で取り組めるようになった。朝
の会が始まるまでに、荷物整理
を終えられるようになった。
・4月は、毎時間のように離室し
ていたが、9月は1日1、２回程
度に減っている。がんばりカード
を保護者と共有したことが、本
人の励みとなった。離室する際
には、約束した時間で戻ってくる
ことができるようになった。

今年度のまとめ
（年度末記入）

・合理的配慮にある〇〇～については、配慮することで、□□□・・・・ができ、学習しやすい様子　だっ
た。
・年度の初めはすぐ離席してしまっていたが、今は着席している時間も増え、教室内で授業を受けら
れるようになった。・△△△については・・・・・

後
　
　
期

校内支援体制

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・教室を出てしまったときには、職員室に連絡する。本人とは戻る時間を約束し、それまでは〇〇室で
教頭・教務もしくはSCが対応する。

校内支援センター SC支援員 SSW 巡回相談

外部機関等

その他 （下記に学校で行っていることを書く）

☆記入例☆

様式４

＜短期目標＞
長期目標を達成するための
ステップとしての目標。
「できた」「できない」で評価
できる具体的で目に見える
行動目標を設定する。
主語は児童生徒。

＜具体的な手立て＞
目標を対応させて、できるだけ具
体的な手立てを。（「考えさせる」
など児童生徒に委ねるのではな
く、積極的な支援の工夫を）児童
生徒の得意なことを活かし、苦手
なことをカバーできるものを。1つ
の目標に手立てが複数記入され
ても良い。主語は記入者（担任）。

年度と組はプルダウン

から選択

長期目標は、1年間で達成可能な目標。

（具体的に、行動で評価できる目標）

文末は「～する。～できる。」

今年度の成果と課題（合理的配慮も含めて）
次年度の引継ぎ事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を記入する。

＜評価＞
目標の達成状況や手立ての
有効性などを評価。
複数の教員の意見も取り入
れても可。
次期の目標や手立ての参考
になると良い。

＜校内支援体制＞

チェック項目に該当してい

るものにはチェックを。

支援体制を具体的に表す。
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学校名                       小学校 

                             中学校 

個別の教育支援計画・個別の指導計画 

 

 

                                                    

 

  
 

個別の 

教育支援

計画 

個別の指導計画 

  前期 後期 年度末 

作成日 学年 
作成者名 

（印） 
校長名 
（印） 

保護者 
（印） 

保護者 
（印） 

保護者 
（印） 

保護者 
（印） 

 年   月   日 １年       

  年   月   日 ２年       

  年   月   日 ３年       

  年   月   日 ４年       

  年   月   日 ５年       

  年   月   日 ６年       

  年   月   日 １年       

  年   月   日 ２年       

  年   月   日 ３年       

※印はサインでも可 

○この計画に記載されている情報を支援関係者（放課後等デイサービス等も含む）と共有することに同意します。          

○転居等で転校した場合は、転校先の学校へ提出することを了承します。 

                                                          保護者氏名                    印  

氏
フ リ

 名
ガナ

  

資料 11 
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個別の教育支援計画  

①プロフィール＜保護者記入欄＞                     ※この用紙は、その都度追記して使用します。 

 

※この様式は船橋市のホームページからダウンロードできます。 

 

フリガナ 

氏名 

 記載日  

令和      年      月      日 

フリガナ 

保護者氏名 

 生年月日  

平成・令和     年     月    日 

諸検査の 

記録 

H ・ R   年    月    日                          ※次回以降の記録は②へ 
 
WISC-Ⅳ ・  WISC-Ⅴ ・ 田中ビネー ・ 新版 K 式 ・ その他（              ） 

 
  検査結果： 

手帳の有無 

等級 

有  ・  無    判定日  R   年   月   日    次の更新日 R   年   月   日 

□療育手帳   ○A   ・   A の 1  ・   A の２  ・   B の１ ・  B の２ ※次回以降の記録は②へ 

□身体障害者手帳  （     ）級    □精神障害者保健福祉手帳 (      )級 

 

 

 

関係機関 

との 

連携状況 

 

 

 

 

 

 

 

【医療関係機関】 
医療機関名： 
病名、診断名（                             ） 

【教育等関係機関】 
□船橋市総合教育センター  □サポートルーム    
□通級指導教室（ 言語 ・ 発達 ・ 難聴 ・ 視覚 ・ 肢体 ） 
□その他（                                 ） 

【放課後の過ごし方】 
 □習い事・部活等（                       ）     □放課後ルーム  
□ふなっこ教室（放課後子ども教室） 

【保健・福祉関係機関 等】 □ライフサポートファイル   
□保健センター        □子ども発達相談センター  □児童相談所 
□こども家庭センター   □相談支援               □移動支援 
□日中一時支援 
□児童発達支援（                                                   ）     
□放課後等デイサービス（                                            ） 
□保育所等訪問支援  □居宅訪問型児童発達支援 

 □障害福祉サービス事業所（                                         ） 

配慮事項 

 

 □医療的ケア（                                                     ） 
□車いす等、身体面での配慮   
□その他（                                                         ） 

将来の生活・現在の生活についての希望（本人や保護者）  

 

 

 

 

船橋市  個別の教育支援計画  

様式１ 
資料 11 
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②校外の機関と連携した支援＜保護者記入欄＞  ※この用紙は、その都度追記して使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ※この様式は船橋市のホームページからダウンロードできます。 

 

【医療関係機関】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

本
人
の
支
援    

【教育等関係機関】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

【放課後の過ごし方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

【手帳・諸検査等更新】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【           】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保健・福祉関係機関 等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

船橋市 個別の教育支援計画 

様式２ 資料 11 
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③支援について＜小学校担任記入欄＞ 

支援内容と方法（合理的配慮を含む） 

学年 本人、保護者からの申し出 支援内容・合意形成の内容 

 

 １年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３ 
資料 11 
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③支援について＜中学校担任記入欄＞ 

支援内容と方法（合理的配慮を含む） 

学年 本人、保護者からの申し出 支援内容・合意形成の内容 

 

 １年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３ 
資料 11 
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資料 13 
 

令和８年度の検討課題 

１ 令和７年度 連携協議会 

（１）成果 

作業部会 

船橋市における関係機関との連携強化による切れ目ない支援の充実をテーマに下記の内容

について協議した。 

・「個別の教育支援計画 作成・活用の手引き」の内容について検討した。 

・「個別の指導計画」の書式の見直し。チェックリスト・文例集を活用し、作成者の負担の

軽減できるようにした。 

・保護者向けのリーフレットの内容の確認・検討をした。 

（２）課題   

・「個別の教育支援計画 作成・活用の手引き」や文例集については、今後も内容の検討

が必要である。 

・事業者における合理的配慮の提供の義務化に伴い、船橋市における関係機関との連携強

化による切れ目ない支援を、より充実をさせていく必要がある。 

２ 令和８年度 連携協議会 

（１）作業部会テーマと論点 (案) 

作業部会 

船橋市における関係機関との連携強化による切れ目ない支援の充実 

（２）具体的な検討内容 

作業部会 

関係部署と連携し、 

・「個別の教育支援計画 作成・活用の手引き」について内容の検討 

・チェックリストを基に文例集を作成者が活用しやすいものにしていく 

  

乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援ネットワークづくり 
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資料 14 

 

令和８年度 船橋市特別支援連携協議会及び作業部会の予定 

 

  

 

 

第１回 船橋市特別支援連携協議会 

令和８年５月１９日（火）：場所 未定 

令和７年度 特別支援連携協議会の計画案 

～ 検討事項について、協議の柱を整理 ～ 

第２回 船橋市特別支援連携協議会 

令和９年２月１日（木）：場所 未定  

令和８年度 特別支援連携協議会の報告とまとめ 

～ 作業部会の検討を受け、報告の取りまとめ ～ 

◇第 1 回 作業部会 

   令和８年７月７日（火） 

     場所：船橋市総合教育センター 

◇第２回 作業部会 

   令和８年１２月１７日（木） 

    場所：船橋市総合教育センター 
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